
全面緊急事態（15条）における避難の実施計画

PAZ（5km）

UPZ（30㎞）

予防避難エリア

大分市

佐賀関港大在港

三崎港

国道九四フェリー

海自多用途支援艦「げんかい」

伊方発電所

三崎地域

ホルトホール大分
（避難所） 三崎港発 ： １０：３３

佐賀関港着： １１：４０
（移動時間６７分）

三崎港発 ： １０：１５
大在港着 ： １２：０４

（移動時間１０９分）

大在港発 ：１２：１３
ホルトホール大分着：１２：４８

（移動時間３５分）
移動手段：バス

佐賀関港発 ：１１：５５
ホルトホール大分着：１２：５５

（移動時間６０分）
移動手段：バス

海路避難時間（※） 資料９

※ 三崎港から大在港及び佐賀関港までの移動時間実績等（全面緊急事態２日目）



PAZ（5km）
UPZ（30㎞）

予防避難エリア

伊方発電所

国道197号
道路通行不可

宇和島出港 ：１２：４５
八幡浜港入港：１３：２８

（移動時間４３分）

伊方地域

瀬戸地域

三崎地域

※ 施設敷地緊急事態（１日目）における実測値

住民避難支援のための海路移動時間（※）

八幡浜港出港：１３：３８
三崎港入港 ：１４：４０

(移動時間６２分)

海保巡視船「たかつき」

三崎港

八幡浜港

宇和島港

資料１０



区 分 区 間 移動時間見積 その他 考慮事項

海上保安庁
巡視船

「たかつき」

宇和島港～三崎港
（※）

約１時間３０分 風、波の影響を受ける。

左記の時間見積
を理解した上での
輸送調整が必要

海上自衛隊
多用途支援艦
「げんかい」

佐伯港～三崎港 約２時間３０分

休日の場合、派遣要請
を受けてから乗員の緊急
呼集に最大約２時間を要
する。

呉～三崎港 約６時間２０分

宇和島運輸
フェリー定期船

八幡浜～三崎港 約１時間２０分

宇和島運輸の定期船は
八幡浜－別府間、八幡浜
－臼杵間であり、三崎港は
現在、使用していない。

※ 八幡浜港を経由せず直接三崎港に移動した場合

各種船舶の三崎港までの移動時間見積等 資料１１



１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

風出現頻度
風力階級７以上

（※１）

１．８ １．８ １．５ ０．２ ０ ０．３ ０ ０．６ ０．４ １．２ ０．８ １．１

風浪出現頻度
風浪階級４以上

（※２）

５．５ １１．２ ４．６ ３．８ １．２ ０．３ ０．８ １．７ １．８ ２．７ ４．９ ５．３

単位：％（各月のデータ数（全年）に占める割合）※１：風力階級７：風速13.9～17.1m/s
※２：風浪階級４：波高1.25 ～ 2.5ｍ

三崎港周辺の気象・海象の年間傾向及びフェリー運航状況

● 冬季は風力及び風浪ともに強くなる傾向にある。夏季は台風の影響等もあり、気象・
海象の状況をよく確認する必要がある。

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 ２７年

全運航
便数

８９０ ８６０ １，００６ ９７２ １，０１８ ８８６ １，００２ １，０４８ ９７８ １，００４ ９８２ １，００８ １１，６５４

欠航数
２３

（強風
波浪）

０
１０

（濃霧）
０

３２
（台風）

１０
（濃霧）

１００
（台風）

４８
（台風）

０ ０ ０ ０ ２２３

運航率 ９７．４ １００ ９９．０ １００ ９６．９ ９８．９ ９０．０ ９５．４ １００ １００ １００ １００ ９８．１

平成２７年運航状況（国道九四フェリー）

（国道九四フェリー（株）提供）

算定 ：海上保安庁海洋情報部ＨＰ日本海洋
データセンター資料をもとに三崎港周辺
のデータの数値を集計

三崎港周辺の風力及び風浪の出現頻度

資料１２



運航の可否基準（国道九四フェリー（株）運行基準）

気象・海象が住民避難に及ぼす影響（フェリーの運航の可否判断）

● 気象・海象等が輸送手段に及ぼす影響をあらかじめ把握しておく必要がある。
● 道路不通時には、気象・海象による影響、道路復旧の見込み、輸送調整の

状況等を考慮し、海路避難を行うか否かを判断する必要がある。

第2章 運航の可否判断
（発航の可否判断）
第2条 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地港内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、
発航を中止しなければならない。また、視程が５００ｍを下回る場合は、基準速力を減じて運航する。

２ 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象に関する情報を確認し、次に掲げる条件に達する恐れがあるときは、
発航を中止しなければならない。

３ 船長は、佐賀関港の発航前において、三崎港内のうねりが既に次に掲げる条件に達しており、かつ入港時までに回復の見込み
がないと認めるときは、発航を中止しなければならない。

４ 船長は、前３項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他の適切な措置をとらなければなら
ない。

気象・海象 風速 波高 視程

港名 佐賀関港 １５ｍ/ｓ以上 １．５ｍ以上 ４００ｍ以下

三崎港 １５ｍ/ｓ以上 １．５ｍ以上 ４００ｍ以下

風速 ２０ｍ/ｓ以上 波高 ２．５ｍ以上 視程 ５００ｍ以下

三崎港内のうねり ７０ｃｍ以上

資料１３



松山空港
人員：３名
離陸時間：13：00
着陸時間：16：40
燃料給油時間：20分

伊方発電所

１９７号

ヘリ映伝時の飛行経路と時間（１日目：施設敷地緊急事態）

撮影ポイント

飛行経路

・目 標
海保「たかつき」（要員輸送等）

・時間（在空時間）
13:25～13:55（30分）

・目 標
伊方発電所

・時間（在空時間）
15:55～16:15（20分）

資料１４



松山空港
人員：３名
離陸時間：09：30
着陸時間：10：55
燃料給油時間：給油なし

伊方発電所

１９７号

３７８号

①

②

③

⑧

⑯
⑰

⑮
⑩

⑨

⑤

⑥

⑭

伊方
中学校

瀬戸総合体育館

④

交通規制点（愛媛県広域避難計画）

① 新宮内交差点 ⑨ 大洲西トンネル西側交差点

② 瞽女トンネル北側交差点 ⑩ 五郎駅前交差点

③ 新田橋北側交差点 ⑪ Ｒ５６とＲ１９７の合流地点

④ 瀬戸農業公園前 ⑫ 大洲南ＩＣ先交差点

⑤ 大平交差点 ⑭ しもなだ運動公園

⑥ 江戸岡交差点 ⑮ 大洲ＩＣ先交差点

⑦ 祇園橋交差点 ⑯ 四国たばこ耕作組合西側

⑧ 岸本石油先交差点 ⑰ とりごえ集会所先

⑪
⑫

ヘリ映伝時の飛行経路と時間（２日目：全面緊急事態）

・目標
瀬戸地域避難住民バス

・時間（在空時間）
10:15～10:30（15分）

・目標
伊方地域避難住民バス

・時間（在空時間）
09:45～10:05（20分）

・目標
交差点通過時のバス

・時間（在空時間）
10:05～10:10（5分）

新宮内交差点

資料１５

撮影ポイント
飛行経路
車両通行の主要経路



区 分 時間見積 考慮事項

ヘリ運航

ヘリの在空時間
約１．５時間
（往復時間を含む。）

往復時間を含めたヘリの在空時間
の把握とそれに基づくヘリ映伝の目
標、時間、経路等の調整が必要

松山空港（駐機場）から保内
交差点（渋滞予想地域）まで
の移動時間

約１２～１３分（片道：海岸沿い。）

燃料再補給時間
約３０分
（事前に連絡・調整により約２０分）

通 信
ＯＦＣへの可搬式アンテナ設
置時間

約１時間／６人
（松山市内からの移動時間約１．５時間を除く。）

ヘリの飛行に関する時間見積

ヘリ運航：愛媛県警察が実施
通信：四国管区警察局愛媛県情報通信部が実施

資料１６



２６年度及び２７年度の総合防における警戒事態要請文の比較

要 請 文
平成２７年１１月８日 時 分

愛媛県知事 殿
山口県知事 殿
伊方町長 殿
八幡浜市長 殿
大洲市長 殿
西予市長 殿
宇和島市長 殿
伊予市長 殿
内子町長 殿
上関町長 殿

原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部長

本日午前８時３０分に発生した愛媛県中予地方を震源とする地震は、原子力災害
対策指針に定める警戒事態に該当すると判断したため、下記のとおり要請する。

記

要 請 文
内閣府原防第１号

平成２６年１１月２日 時 分
石川県知事 殿
志賀町長 殿

内閣府特命担当大臣（原子力防災担当） 望月 義夫

原子力災害対策特別措置法第４条第２項に基づき、下記のとおり要請する。

記

志賀町志加浦、堀松、上熊野、熊野、福浦、富来地区のうち北陸電力株
式会社志賀原子力発電所から概ね５キロ圏内（ＰＡＺ）の施設敷地緊急事
態要避難者は、避難準備を実施すること。

・愛媛県、伊方町、四国電力株式会社伊方発電所のＵＰＺに該当する八幡浜
市、大洲市、西予市、宇和島市、伊予市、内子町及び山口県、上関町は、連
絡体制の確立等の必要な体制をとること。
・四国電力株式会社伊方発電所のＰＡＺ及び予防避難エリアの住民の内、施
設敷地緊急事態要避難者は避難準備を実施すること。ただし、施設敷地緊急
事態要避難者であって、避難の実施により健康リスクが高まる者は屋内退避の
準備を実施すること。
・四国電力株式会社伊方発電所のＰＡＺ及び予防避難エリアの施設敷地緊急
事態要避難者に対する安定ヨウ素剤の配布準備を実施すること。
・愛媛県及び山口県は、原子力規制委員会による緊急時モニタリングセンター
の立ち上げの準備に協力するとともに、緊急時モニタリングの準備を実施する
こと。

資料１７

２６年度 ２７年度



ＯＦＣ運営支援班作成データ

四国電力、南予地方局等
職員の参集

内閣府、規制庁等
職員の参集完了

ＯＦＣの参集状況
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総括班

広報班

プラントチーム

放射線班

医療班

住民安全班

実動対処班

運営支援班

発 災
（０８：３０）

１０条通報
（１１：００）

１５条通報
（１５：２５）

現地本部長到着
（１３：５２）

（人）

124名

班長会議
（０９：４５）

資料１８

四国電力、
県職員の
参集完了



（ｹｰｽ1）陸路避難を実施する場合

Ø 放射性物質放出まで時間的猶予があり、国道197号が使用可能な場合は、陸路による避難を実施。

Ø 自家用車での避難ができる住民は、自家用車により避難経由所（松前公園）に移動の上、松前町の
指示する広域避難所に避難を実施。

Ø 自家用車等での避難が困難な住民は、一時集結所に移動後、愛媛県が手配するﾊﾞｽ等により避難を
実施。

ま さき ま さき ちょう

PAZ

UPZ
三崎総合体育館

一時集結所

瀬戸総合体育館

一時集結所

陸路避難（ｹｰｽ1）

自家用車、ﾊﾞｽ等による陸路避難

松前町へ避難

（ｹｰｽ1）陸路避難を実施する場合 資料１９

伊方発電所



（ｹｰｽ2）陸路避難、海路避難等を実施する場合

Ø 放射性物質放出まで時間的猶予があり、国道197号の一部が使用不可であるが、港湾が使用可能で
あり船舶が確保出来る場合は、陸路と海路による避難を実施。また、ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる避難が可能な場
合には、県等のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる空路避難を併用。

Ø 一時集結所から大分県等への海路避難は、愛媛県手配の船舶により実施。

PAZ

UPZ

三崎総合体育館

一時集結所

瀬戸総合体育館

一時集結所

松前町へ避難

Ｈ
ＨＨ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

道路が
通行不可の場合

自家用車、ﾊﾞｽ等による陸路避難

＜凡例＞
：ﾍﾘﾎﾟｰﾄ適地Ｈ

船舶により海路避難、
ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる空路避難

大分県の港湾へ

三崎港
み さき

陸路避難・海路避難等一例（ｹｰｽ2）

（ｹｰｽ2）陸路避難、海路避難等を実施する場合 資料２０

伊方発電所



三崎港への除染要員・安定ヨウ素剤配布要員輸送（ヘリテレ）

宇和島港から八幡浜港へ入港（ヘリテレ）愛媛県職員のＯＦＣ派遣
（指定公共機関の通信回線を用いた映像配信）

除染要員の三崎地域派遣
（指定公共機関の通信回線を用いた映像配信）

オフサイトセンターでのリアルタイムの情報共有 資料２１



オフサイトセンターの運営状況（初動段階の会議等）

班長会議の実施による情報共有（11月8日 09:45） 原子力事故警戒本部会議傍聴（11月8日 10:30）

原子力事故警戒本部会議傍聴後の班長会議（11月8日 10:45）

資料２２




